
児童デイサービスくすの木 令和6 年 10 月 1 日

月～金 午前11 時 分から 午後19 時 分まで あり なし

土・祝日
長期休業日

午前9 時 分から 午後17 時 分まで

月～金 午後14 時 30 分から 午後17 時 30 分まで

土・祝日
長期休業日

午前9 時 30 分から 午後14 時 30 分まで

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

区分 取組み くすの木での取り組み 区分 取組み くすの木での取り組み 区分 取組み くすの木での取り組み ◎令和6年度処遇改善加算の取得状況
◎事業者の共同による採用・人事ローテーション・研
修のための制度構築

・面接時、職員も働く側として同席し、職場の雰囲気や
仕事内容など、質問に応える。

◎職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間
正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規
職員から正規職員への転換の制度等の整備

・子育てや両親や祖父母の介護が必要になった時に、
勤務時間や日程の調整を行う。また、希望に応じて非
正規職員から正規社員への登用も行う

生産性向上のた
めの業務改善の
取組

◎タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機
器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務
量の縮減

・タブレットを活用し、室内活動時に音楽鑑賞やダンスな
どで子どもたちの活動に役立てる。

・福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
・福祉・介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）
・福祉・介護職員ベースアップ等加算

◎他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経
験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組
みを構築

・幅広い年齢層や異業種からの転職も受け入れ、子ど
もたちが、多種多様な人たちと関りを持てるようにする

◎有給休暇が取得しやすい環境の整備 ・ほぼ希望通りに有給が取得出来ている。

◎業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等
による情報共有や作業負担の軽減

・パソコンが少ないため、タブレット端末を使用し、日誌
の入力や報告書作成などの作業効率化を行う。

・福祉専門職員配置等加算（Ⅲ）
・児童指導員等加配加算
・個別サポート加算（Ⅰ）

資質の向上やキャリア
アップに向けた支援

◎働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対
する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支
援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研
修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供
責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の
受講支援等

・強度行動障害支援者養成研修やサービス提供者責任
者研修、児童発達支援管理責任者研修など、専門性を
伸ばしたり、キャリアアップする機会を作る。

◎短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・スト
レスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健
康管理対策の実施

・毎年健康診断を行っており、休憩室も対応している。
喫煙者の為に敷地内の一画に喫煙スペースを配置す
る。

やりがい・働きが
いの醸成

◎ミーティング等による職場内コミュニケーションの
円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏ま
えた勤務環境や支援内容の改善

・ミーティングの際、業務内容や療育内容の改善を図っ
ている。また、専門性の向上を目指して、定期的に専門
性向上研修を実施している。

◎上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリ
アアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

・半年に一度は必ず、管理者と面接を行い、キャリア
アップや仕事内容、働き方などの面談を行う。それ以外
でも日頃から相談ができる体制を整えている。

◎事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の
体制の整備

・事故・トラブル対応マニュアル作成し、職員へ周知して
いる。

◎支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意
等の情報を共有する機会の提供

・支援を受けて落ち着いてきたり、周りと馴染んできたり
したことを、都度のミーティングで共有する。また、イベ
ントなどの保護者アンケートの意見や感想等を共有する
機会を作っている。

事業所名 作成日支援プログラム

両立支援・多様
な働き方の推進

腰痛を含む心身
の健康管理

職員の資質向上

営業時間

法人（事業所）理念

児童デイサービスくすの木では、
○子どもたちがのびのびと自分らしく生きる
○多くの経験と感動体験が提供できるように支援する
○子どもの優しい気持ちを育てる
○子どもの成長をご家族と協力しながら一緒に見守る

家族支援

・保護者の思いを受け止め、寄り添う。
・子育ての悩みに対する相談や家族内での療育について助言を行う。
・土曜、祝日を開所することで、働く保護者の方の育児負担の軽減を図る。
・保護者の時間を保障するためにケアを一時的に代行する支援。

移行支援

・進学するにあたり、4月から9月、10月から3月と前後期に分けて、学校や
地域へ返す。
・学校と連携し、現況や支援内容等の情報交換を行う。学校生活での課題
を活動に取り入れ、進学や社会生活に必要なスキル獲得のための支援を行
う。

支　援　内　容

健康状態の維持・改善、生活リズムや生活習慣の形成、基本的生活スキルの獲得
・毎日の検温、手洗い、うがいを実施し、子どもたちともコミュニケーションを取りながら、一人一人の健康状態を把握する。
・制服から私服へ着替える、脱いだ服を畳むなど、日常生活の支援を行う。

言語の形成と活用、言語の受容及び表出、コミュニケーションの基礎的能力の向上、コミュニケーション手段の選択と活用
・遊びの中で、仲間に入りたくても入れなかったり、遊び方が分からなかったりした時、自分から声を掛けられるように支援を行う。
・場面に応じては、絵カードを使ったコミュニケーションを行う。

他者との関り（人間関係）の形成、自己の理解と行動の調整、仲間づくりと集団への参加
・火曜日のボランティア活動では、地域の方との交流の場で、地域で一緒に生活する仲間として週一回のゴミ拾いや草むしりを行っている。活動中、地域の方に「お疲れ様」「ありがとう」と、声を掛けて頂くことで子どもの心の基盤（自尊心・自己肯定感・自己有用感・自己効力感）を育てる。
・金曜日の道場では、瞑想に取り組む。瞑想は雑念や緊張を解き放ち、集中力をと高め、心を穏やかにすることで精神統一へと導いてくれる。子どもたちも瞑想をすることで、自分と向き合う時間となっている。

支援方針

くすの木では、集団活動や戸外活動等を通し、3ステップで少しずつ出来ることを増やし、その子らしい生活が送れるよう支援を行っています。
STEP1．チャレンジしよう！
STEP2. できた！
STEP3．うれしい！たのしい！
運動・ことば・社会性などお子さまの可能性を引き出すために、お子さまの発達段階に合わせた目標を指導員がご家族を共に考えながら療育を行っています。
くすの木で決められたルールを守れなかった場合や危険行為をした場合には、注意することがあります。時には厳しく注意することもあるが、子どもたちの将来の自立を考えての事です。ただ“楽しいだけの空間”ではなく“学びとなる居場所作り”を心掛けています。

送迎実施の有無
南部は小ヶ倉、北部は長崎駅近辺まで
上記以外にお住まいの方はご相談ください

姿勢と運動・動作の向上、姿勢と運動・動作の補助的手段の活用、保有する感覚の総合的な活用
・水曜日の公園は、広場や遊具で全身を使って遊び、鬼ごっこ・野球など友達との遊びの中で体力をつけ、体の使い方を覚えて行く。
・木曜日のプールでは、水の５大特性（浮力・抵抗力・水圧・水温・水流）により、無理なくトレーニングができ、全身の血流循環を良くし、体温調節機能の向上などの体の成長にも
つながり、何より脳細胞の活性化にもつながる。
・金曜日の道場では、ランニング・運動・瞑想を行う。運動は、追いかけっこやドッジボールなど、子どもたちで考えた遊びを行っている。身体を動かすのはもちろん、遊びのルールも学んでいる。

本

人

支

援

認知の発達と行動の習得、空間・時間、数などの概念形成の習得対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得
・月曜日の手作業では、手先の緻密な作業と通し、集中力・思考力・模範力を高めるとともに、完成したときの達成感・成功体験を自信へと繋げている。

・火曜日のボランティア活動では、地域の方との交流の場で、地域で一緒に生活する仲間として週一回のゴミ拾いや草むしりを行っている。

主な行事等
・季節のイベント（お花見、七夕、川遊び、ハロウィン、クリスマス、初詣、節分、ひな祭りなど）
・お誕生日会、社会科見学（長崎バス、チョーコー醬油工場、清掃工場、恐竜博物館など）

地域支援・地域連携

入職促進に向けた取組

開所時間

サービス提供時間


